
議案第㸶㸰号 

 

日野町の行政手続におけࡿ特定の個人を識別すࡿための番号の利

用等に関すࡿ法律に基࡙く個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関すࡿ条例の一部改正にࡘい࡚ 

 

日野町の行政手続におけࡿ特定の個人を識別すࡿための番号の利用等に関

すࡿ法律に基࡙く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関すࡿ条例の一

部を別紙のとおࡾ改正すࡿ。 
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日野町の行政手続ࡅ࠾る特定の個人を識別するための番号の利用等関する法律基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供関する条例の改正ࡀ必要࡞理由と概要 

 

1 背景及び趣旨  

個人情報の保護関する法律及び行政手続ࡅ࠾る特定の個人を識別するための番

号の利用等関する法律の一部を改正する法律施行伴い条例改正を行うࠋ 

 

「 改正内容 

 第5条㸧ࠊ㸦第1条ࠋ改める法第19条第10号ࠖࠕ法第19条第9号ࠖをࠕ

その他文言の整理を行うࠋ 

 

」 附則 

・第 1 条及び第 5 条第１項の改正 行政手続ࡅ࠾る特定の個人を識別するための

番号の利用等関する法律附則第 1条第 5号掲ࡆる規定の施行の日ࠋ㸦ᖹ成 「9ᖺ 1

月 1日予定㸧 

・その他 公布の日ら施行 

-「- 



日野町ࡢ行政手続ࡅ࠾る特定ࡢ個人を識別するࡢࡵࡓ番号ࡢ利用等関する法ᚊ基࡙く個人番号ࡢ利用及び特定個人情報ࡢ提供

関する条例ࡢ一部を改正する条例 

 

日野町ࡢ行政手続ࡅ࠾る特定ࡢ個人を識別するࡢࡵࡓ番号ࡢ利用等関する法ᚊ基࡙く個人番号ࡢ利用及び特定個人情報ࡢ提供関す

る条例。ᖹ成「7ᖺ日野町条例第」1号)ࡢ一部を次ࡼࡢう改正するࠋ 

改正ᚋ 改正前 

 

。趣旨) 

 

。趣旨) 

第1条 ࡢࡇ条例ࠊࡣ行政手続ࡅ࠾る特定ࡢ個人を識別するࡢࡵࡓ

番号ࡢ利用等関する法ᚊ。ᖹ成「5ᖺ法ᚊ第「7号ࠋ以下ࠕ法ࠖい

うࠋ)第9条第「項基࡙く個人番号ࡢ利用及び法第19条第10号基

࡙く特定個人情報ࡢ提供関し必要࡞事項を定ࡵるࡢࡶするࠋ 

第1条 ࡢࡇ条例ࠊࡣ行政手続ࡅ࠾る特定ࡢ個人を識別するࡢࡵࡓ

番号ࡢ利用等関する法ᚊ。ᖹ成「5ᖺ法ᚊ第「7号ࠋ以下ࠕ法ࠖい

うࠋ)第9条第「項基࡙く個人番号ࡢ利用及び法第19条第9号基࡙

く特定個人情報ࡢ提供関し必要࡞事項を定ࡵるࡢࡶするࠋ 

  

。特定個人情報ࡢ提供) 。特定個人情報ࡢ提供) 

第5条 法第19条第10号ࡢ条例࡛定ࡵる特定個人情報を提供するࡇ

第」欄ࡢ同表ࠊࡀる機関ࡆ掲第1欄ࡢ「別表第ࠊࡣる場合ࡁ࡛ࡀ

掲ࡆる機関対しࠊ同表ࡢ第「欄掲ࡆる事務を処理するࡵࡓ必

要࡞同表ࡢ第4欄掲ࡆる特定個人情報ࡢ提供を求ࡓࡵ場合࠾い

ࡁ当該特定個人情報を提供するࡀる機関ࡆ掲第」欄ࡢ同表ࠊ࡚

 ࠋする

第5条 法第19条第9号ࡢ条例࡛定ࡵる特定個人情報を提供するࡇ

第」欄ࡢ同表ࠊࡀる機関ࡆ掲第1欄ࡢ「別表第ࠊࡣる場合ࡁ࡛ࡀ

掲ࡆる機関対しࠊ同表ࡢ第「欄掲ࡆる事務を処理するࡵࡓ必

要࡞同表ࡢ第4欄掲ࡆる特定個人情報ࡢ提供を求ࡓࡵ場合࠾い

ࡁ当該特定個人情報を提供するࡀる機関ࡆ掲第」欄ࡢ同表ࠊ࡚

 ࠋする

「 略 「 略 

  

別表第1。第4条第1項関係) 別表第1。第4条第1項関係) 

機関 事務 

1 町

長 

日野町特別医療費助成条例。昭和48ᖺ条例第「5号)ࡼる医療費ࡢ助

成関する事務 

「 町

長 

健康増進法。ᖹ成14ᖺ法ᚊ第10」号)基࡙く健康増進事業以外ࡢ検診

 関する事務

」 町

長 

予防接種法。昭和「」ᖺ法ᚊ第68号)ࡼる定期ࡢ予防接種以外ࡢ予防

接種関する事務 

略 

 

機関 事務 

1 町

長 

日野町特別医療費助成条例ࡼる医療費ࡢ助成関する事務 

「 町

長 

健康増進法基࡙く健康増進事業以外ࡢ検診関する事務 

」 町

長 

予防接種法ࡼる定期ࡢ予防接種以外ࡢ予防接種関する事務 

略 

 

附 則 

 ࠋ施行するࡽ日ࡢ施行ࡢる規定ࡆ掲法附則第1条第5号ࠊࡣ改正規定ࡢ第1条及び第5条第１項ࠊしࡔࡓࠋ施行するࡽ日ࡢ公布ࠊࡣ条例ࡢࡇ

－」－ 


